
昭
和
二
十
八
年
運
輸
省
令
第
八
十
一
号

鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則

地
方
鉄
道
軌
道
整
備
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
き
、
地
方
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
鉄
道
事
業
、
鉄
道
事
業
者
又
は
新
線
と
は
、
鉄
道
軌
道
整
備
法
（
昭
和
二
十
八
年

法
律
第
百
六
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
、
鉄
道
事
業
者
又
は
新
線
を
い

う
。

第
一
条
の
二
　
法
第
八
条
第
五
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
災
害
を
受
け
た
鉄
道
の
施
設
に
著

し
い
損
害
が
生
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
災
害
と
す
る
。

（
書
類
の
経
由
）

第
一
条
の
三
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
、
届
出
書
、
報
告
書
そ
の
他
の
書

類
で
あ
つ
て
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
す
べ
き
も
の
は
、
当
該
事
案
の
関
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
を

経
由
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
案
が
二
以
上
の
地
方
運
輸
局
の
管
轄
区
域
に
わ
た

る
と
き
は
、
当
該
事
案
の
主
と
し
て
関
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
前
項
後
段
の
場
合
に
は
、
申
請
書
、
届
出
書
、
報
告
書
そ
の
他
の
書
類
を
受
け
付
け
た
地
方
運
輸
局
長
は
、
当

該
事
案
に
つ
き
関
係
地
方
運
輸
局
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
次
条
又
は
第
三
条
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
関
係

地
方
運
輸
局
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
鉄
道
（
軌
道
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
認
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
鉄
道
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
鉄
道
認
定
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
を
経

由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
鉄
道
の
区
間
及
び
そ
の
営
業
キ
ロ
程

三
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
鉄
道
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
図
面
及
び
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
線
路
図
（
別
記
線
路
図
作
成
要
領
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
）

二
　
輸
送
状
況
調
（
第
一
号
様
式
）

三
　
沿
線
主
要
産
業
調
（
第
二
号
様
式
）

四
　
沿
線
人
口
調
（
第
三
号
様
式
）

五
　
収
益
及
び
費
用
調
（
第
四
号
様
式
）

六
　
事
業
用
固
定
資
産
及
び
減
価
償
却
費
調
（
第
五
号
様
式
）

七
　
敷
設
計
画
書
（
第
六
号
様
式
）

（
改
良
計
画
の
承
認
等
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
鉄
道
と
し
て
当
該
改
良
計
画
の
承
認
を
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
改
良
計
画
の
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
鉄
道
事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
鉄
道
設
備
改
良
計
画
承
認
申
請
書
又
は
鉄
道
設
備
改
良
計
画
変
更
承
認
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
を
経

由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
改
良
計
画
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
改
良
計
画
に
係
る
改
良
を
行
う
鉄
道
の
区
間
及

び
そ
の
営
業
キ
ロ
程
並
び
に
改
良
計
画
に
係
る
改
良
を
必
要
と
す
る
理
由

三
　
改
良
計
画
の
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
改
良
計
画
の
変
更
事
項
及
び
改
良
計
画

の
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

２
　
前
項
の
鉄
道
設
備
改
良
計
画
承
認
申
請
書
に
は
、
改
良
計
画
書
（
第
七
号
様
式
）
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
鉄

道
に
関
す
る
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
図
面
及
び
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
鉄
道
設
備
改
良
計
画
変
更
承
認
申
請
書
に
は
、
変
更
計
画
書
（
第
八
号
様
式
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
認
定
等
の
申
請
書
の
進
達
）

第
四
条
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
第
二
条
又
は
前
条
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
書
類
を
添
附
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
進
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
請
書
の
記
載
事
項
の
適
否
に
関
す
る
事
項

二
　
関
係
交
通
機
関
（
未
開
業
の
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
と
当
該
鉄
道
と
の
関
係
に
関
す
る
事
項

三
　
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

（
新
線
認
定
の
実
施
基
準
）

第
五
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
条
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
三
条
第
一

項
第
一
号
に
該
当
す
る
鉄
道
と
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
鉄
道
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
北
海
道
開
発
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
北
海
道
総
合
開
発
計
画
に
基
づ
い
て
建

設
を
行
う
鉄
道

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
天
然
資
源
の
開
発
そ
の
他
産
業
の
振
興
上
特
に
建
設
を
必
要
と
す
る
鉄
道

（
改
良
計
画
承
認
の
実
施
基
準
）

第
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
条
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
鉄
道
が
産
業
の
維

持
振
興
上
特
に
重
要
な
も
の
で
あ
つ
て
、
産
業
上
の
輸
送
需
要
を
満
た
す
た
め
の
輸
送
力
の
強
化
又
は
天
然
現
象

に
よ
り
生
ず
る
災
害
の
防
止
若
し
く
は
運
転
保
安
の
確
保
の
た
め
当
該
申
請
に
係
る
改
良
を
必
要
と
す
る
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
並
び
に
当
該
改
良
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査

す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
鉄
道
の
現
有
の
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
の
五
割
に
相
当
す
る
金
額
を
上
回
る
費
用
を
要
す
る
改
良

二
　
当
該
鉄
道
の
お
お
む
ね
全
線
に
わ
た
る
線
路
の
増
設
、
軌
間
の
拡
張
そ
の
他
の
設
備
の
重
要
な
改
良
又
は
動

力
の
変
更
で
あ
つ
て
お
お
む
ね
当
該
鉄
道
の
全
動
力
車
に
わ
た
る
改
良

２
　
前
項
第
一
号
の
現
有
の
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
は
、
当
該
改
良
計
画
の
承
認
又
は
当
該
改
良
計
画
の
変
更
の

承
認
を
受
け
る
た
め
第
三
条
の
申
請
書
を
提
出
し
た
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
に
お
け
る
当
該
鉄
道

の
事
業
用
固
定
資
産
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
価
額
の
合
計
額
を
基
礎
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
査
定
し
た
価
額
と
す

る
。

一
　
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
以
前
に
取
得
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
価
額
の
合
計
額

イ
　
土
地
は
、
第
三
条
の
申
請
書
を
提
出
し
た
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
に
お
け
る
近
傍
類
地
の

取
引
価
額
等
を
考
慮
し
た
相
当
な
価
額

ロ
　
取
替
資
産
（
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
四
十
九
条
第
三
項
の
取
替
資
産
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
に
資
産
再
評
価
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）

別
表
第
三
（
以
下
「
再
評
価
倍
数
表
」
と
い
う
。
）
に
掲
げ
る
そ
の
取
得
の
時
期
に
応
ず
る
倍
数
を
乗
じ
て

算
出
し
た
額
か
ら
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
別

表
第
一
（
以
下
「
耐
用
年
数
表
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
た
当
該
資
産
の
耐
用
年
数
に
基
づ
き
当
該
資
産

の
残
存
価
額
を
百
分
の
五
十
と
し
た
場
合
に
お
け
る
定
率
法
に
よ
る
減
価
償
却
費
を
控
除
し
た
価
額

ハ
　
取
替
資
産
以
外
の
有
形
減
価
償
却
資
産
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
に
再
評
価
倍
数
表
に
掲
げ
る
そ
の
取

得
の
時
期
に
応
ず
る
倍
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
額
か
ら
耐
用
年
数
表
に
定
め
ら
れ
た
当
該
資
産
の
耐
用
年
数

に
基
づ
き
当
該
資
産
の
残
存
価
額
を
百
分
の
十
と
し
た
場
合
に
お
け
る
定
率
法
に
よ
る
減
価
償
却
費
を
控
除

し
た
価
額

ニ
　
無
形
減
価
償
却
資
産
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
に
再
評
価
倍
数
表
に
掲
げ
る
そ
の
取
得
の
時
期
に
応
ず

る
倍
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
額
か
ら
耐
用
年
数
表
に
定
め
ら
れ
た
当
該
資
産
の
耐
用
年
数
に
基
づ
き
当
該
資

産
の
残
存
価
額
を
零
と
し
た
場
合
に
お
け
る
定
額
法
に
よ
る
減
価
償
却
費
を
控
除
し
た
価
額

ホ
　
そ
の
他
の
資
産
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
に
再
評
価
倍
数
表
に
掲
げ
る
そ
の
取
得
の
時
期
に
応
ず
る
倍

数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
額

1



二
　
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
価
額
の
合
計
額

イ
　
土
地
は
、
第
三
条
の
申
請
書
を
提
出
し
た
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
に
お
け
る
近
傍
類
地
の

取
引
価
額
等
を
考
慮
し
た
相
当
な
価
額

ロ
　
取
替
資
産
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
か
ら
耐
用
年
数
表
に
定
め
ら
れ
た
当
該
資
産
の
耐
用
年
数
に
基
づ

き
当
該
資
産
の
残
存
価
額
を
百
分
の
五
十
と
し
た
場
合
に
お
け
る
定
率
法
に
よ
る
減
価
償
却
費
を
控
除
し

た
額

ハ
　
取
替
資
産
以
外
の
有
形
減
価
償
却
資
産
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
か
ら
耐
用
年
数
表
に
定
め
ら
れ
た
当

該
資
産
の
耐
用
年
数
に
基
づ
き
当
該
資
産
の
残
存
価
額
を
百
分
の
十
と
し
た
場
合
に
お
け
る
定
率
法
に
よ
る

減
価
償
却
費
を
控
除
し
た
価
額

ニ
　
無
形
減
価
償
却
資
産
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
か
ら
耐
用
年
数
表
に
定
め
ら
れ
た
当
該
資
産
の
耐
用
年

数
に
基
づ
き
当
該
資
産
の
残
存
価
額
を
零
と
し
た
場
合
に
お
け
る
定
額
法
に
よ
る
減
価
償
却
費
を
控
除
し
た

価
額

ホ
　
そ
の
他
の
資
産
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額

（
営
業
助
成
鉄
道
認
定
の
実
施
基
準
）

第
七
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
条
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
三
条
第
一

項
第
三
号
に
該
当
す
る
鉄
道
と
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
鉄
道
が

沿
線
住
民
の
生
活
安
定
上
必
要
な
も
の
で
左
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
す
る
も

の
と
す
る
。

一
　
気
象
、
地
勢
、
道
路
等
の
状
況
に
か
ん
が
み
て
他
の
交
通
機
関
に
よ
り
代
替
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な

鉄
道

二
　
経
営
困
難
な
た
め
、
老
朽
化
し
た
設
備
の
取
換
及
び
修
繕
を
行
う
こ
と
が
常
に
著
し
く
困
難
な
鉄
道

（
認
定
等
の
決
定
）

第
八
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
当
該
申
請
が

そ
れ
ぞ
れ
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
又
は
前
条
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
た
と
き
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
財
務
大
臣
と
協
議
し
た
後
、
当
該
鉄
道
に
つ
い
て
の
認
定
、
当
該
改
良
計
画
に
つ
い
て
の
承
認
又
は
当

該
改
良
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
の
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
認
定
又
は
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

二
　
新
線
の
建
設
又
は
改
良
計
画
に
係
る
改
良
に
要
す
る
金
額
に
関
す
る
事
項

三
　
補
助
開
始
の
時
期
及
び
補
助
金
額
に
関
す
る
事
項

（
改
良
の
着
手
及
び
完
了
の
届
出
）

第
九
条
　
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
改
良
計
画
の
承
認
を
受
け
た
鉄
道
の
鉄
道
事
業
者
は
、
当
該
改
良
計
画
に
係
る

改
良
に
着
手
し
た
と
き
、
及
び
こ
れ
を
完
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て

国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
及
び
財
産
状
況
報
告
書
）

第
十
条
　
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
鉄
道
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
改
良
計
画
の
承
認
を
受
け
た
鉄

道
の
鉄
道
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
箇
月
以
内
に
業
務
及
び
財
産
状
況
報
告
書
（
第
九
号
様
式
）
を
地

方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
補
助
の
申
請
）

第
十
一
条
　
法
第
八
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う

と
す
る
鉄
道
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
鉄
道
補
助
金
交
付
申
請
書
を
、
補
助
金
の
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
会
計
年
度
（
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
会
計
年
度
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
前
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
（
同
日
の
属
す
る
会
計
年
度
又
は
そ
の
翌
会
計
年
度
の
六

月
三
十
日
ま
で
に
法
第
三
条
の
認
定
又
は
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
の
認
定
又
は
承
認
後
遅
滞
な
く
）
地
方

運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

三
　
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
及
び
そ
の
使
途

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
二
号
の
期
間
（
以
下
「
補
助
期
間
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
用
固
定
資
産
決
算
見
込
表
（
第
十
号
様
式
）

二
　
改
良
計
画
の
承
認
を
受
け
た
改
良
に
係
る
事
業
用
固
定
資
産
決
算
見
込
表
（
様
式
は
、
第
十
号
様
式
を
準
用

す
る
。
）

三
　
利
子
補
給
契
約
に
基
づ
く
融
資
に
よ
る
改
良
に
係
る
事
業
用
固
定
資
産
決
算
見
込
表
（
様
式
は
、
第
十
号
様

式
を
準
用
す
る
。
）

四
　
収
益
決
算
見
込
表
（
第
十
一
号
様
式
）

五
　
費
用
決
算
見
込
表
（
第
十
二
号
様
式
）

（
事
業
用
固
定
資
産
決
算
表
等
の
提
出
）

第
十
二
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
し
た
鉄
道
事
業
者
は
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
補
助
期
間
に
係

る
事
業
年
度
終
了
ご
と
に
、
そ
の
終
了
後
三
箇
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国

土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
用
固
定
資
産
決
算
表
（
第
十
七
号
様
式
）

二
　
改
良
計
画
の
承
認
を
受
け
た
改
良
に
係
る
事
業
用
固
定
資
産
決
算
表
（
様
式
は
、
第
十
七
号
様
式
を
準
用
す

る
。
）

三
　
利
子
補
給
契
約
に
基
づ
く
融
資
に
よ
る
改
良
に
係
る
事
業
用
固
定
資
産
決
算
表
（
様
式
は
、
第
十
七
号
様
式

を
準
用
す
る
。
）

四
　
収
益
決
算
表
（
第
十
八
号
様
式
）

五
　
費
用
決
算
表
（
第
十
九
号
様
式
）

六
　
運
輸
数
量
及
び
列
車
走
行
キ
ロ
表
（
第
二
十
号
様
式
）

七
　
車
両
走
行
キ
ロ
表
（
第
二
十
一
号
様
式
）

（
補
助
金
算
定
上
等
の
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
）

第
十
三
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
認
定
を
受
け
た
鉄
道
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
及

び
法
第
十
三
条
の
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
は
、
当
該
鉄
道
の
現
に
存
す
る
事
業
用
固
定
資
産
（
法
第
八
条
第
一

項
の
事
業
用
固
定
資
産
に
あ
つ
て
は
、
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
改
良
計
画
に
係
る
改
良
資
産
及

び
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
に
係
る
融
資
に
よ
る
改
良
資
産
を
控
除
し
た
も
の
）
に
つ
き
貸
借
対
照
表

（
補
助
期
間
に
係
る

終
の
事
業
年
度
末
の
も
の
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
付
さ
れ
た
価
額
か
ら
当
該
事

業
用
固
定
資
産
に
つ
き
当
該
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
減
価
償
却
累
計
額
を
控
除
し
た
価
額
を
基
礎
と
し
て
国

土
交
通
大
臣
が
査
定
し
た
価
額
と
す
る
。

２
　
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
改
良
計
画
の
承
認
を
受
け
た
鉄
道
に
係
る
法
第
八
条
第
二
項
及
び
法
第
十
三
条
の
事

業
用
固
定
資
産
の
価
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
号
及
び
第
二
号
の
価
額
と
す
る
。

一
　
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
改
良
計
画
に
係
る
現
に
存
す
る
改
良
資
産
に
つ
き
貸
借
対
照
表
に

付
さ
れ
た
価
額
か
ら
当
該
改
良
資
産
に
つ
き
当
該
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
減
価
償
却
累
計
額
を
控
除
し
た

価
額
を
基
礎
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
査
定
し
た
価
額

二
　
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
改
良
計
画
の
承
認
を
受
け
た
鉄
道
の
現
に
存
す
る
事
業
用
固
定
資
産
に
つ
き
貸
借

対
照
表
に
付
さ
れ
た
価
額
か
ら
当
該
事
業
用
固
定
資
産
に
つ
き
当
該
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
減
価
償
却
累

計
額
を
控
除
し
た
価
額
を
基
礎
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
査
定
し
た
価
額

３
　
補
助
期
間
が
一
年
未
満
の
場
合
に
お
け
る
法
第
八
条
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
の
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額

は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
査
定
し
た
価
額
に
一
年
の
日
数
を
も
つ
て
当
該
補
助
期

間
の
日
数
を
除
し
た
割
合
を
乗
じ
た
価
額
と
す
る
。

（
補
助
金
算
定
上
等
の
欠
損
金
及
び
益
金
）

第
十
四
条
　
法
第
八
条
第
三
項
の
欠
損
金
の
額
は
、
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
認
定
を
受

け
た
鉄
道
に
つ
い
て
、
当
該
鉄
道
の
補
助
期
間
に
係
る
収
益
が
こ
れ
に
対
応
す
る
費
用
に
不
足
す
る
額
と
す
る
。

２
　
法
第
十
三
条
の
益
金
の
額
は
、
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
認
定
を
受
け
た
鉄
道
又
は

同
条
の
規
定
に
よ
り
改
良
計
画
の
承
認
を
受
け
た
鉄
道
に
つ
い
て
、
当
該
鉄
道
の
補
助
期
間
に
係
る
収
益
か
ら
こ

れ
に
対
応
す
る
費
用
を
控
除
し
た
残
額
と
す
る
。

2



３
　
前
二
項
の
収
益
は
、
旅
客
運
輸
収
入
、
貨
物
運
輸
収
入
、
鉄
道
線
路
使
用
料
収
入
、
鉄
道
線
路
譲
渡
収
入
、
運

輸
雑
収
及
び
受
取
利
子
そ
の
他
の
営
業
外
収
益
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
査
定
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
費
用
は
、
営
業
費
及
び
支
払
利
子
そ
の
他
の
営
業
外
費
用
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が

査
定
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

（
災
害
復
旧
事
業
の
補
助
の
申
請
）

第
十
五
条
　
法
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
鉄
道
事
業
者
は
、
当
該
災
害

の
発
生
後
速
や
か
に
、
そ
の
災
害
の
状
況
に
つ
い
て
災
害
状
況
報
告
書
（
第
二
十
一
号
様
式
の
二
）
を
地
方
運
輸

局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
災

害
状
況
報
告
書
を
提
出
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
五
条
の
二
　
法
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
鉄
道
事
業
者
は
、
災
害

復
旧
事
業
の
施
行
に
着
手
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
毎
会
計
年
度
各
四
半
期
の
経
過
後
十
五
日
以
内
に
、
当
該
災

害
復
旧
事
業
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
災
害
復
旧
事
業
実
施
状
況
報
告
書
（
第
二
十
一
号
様
式
の
三
）
を
地
方
運

輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
三
　
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
鉄
道
事
業
者
は
、
当
該
災
害
の
発
生

後
遅
滞
な
く
、
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
申
請
書
（
第
二
十
一
号
様
式
の
四
）
を
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し

て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
が
民
生
の
安
定
上
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

二
　
収
益
及
び
費
用
状
況
並
び
に
収
益
及
び
費
用
見
込
表
（
第
二
十
一
号
様
式
の
五
）

三
　
当
該
災
害
を
受
け
た
鉄
道
の
収
益
の
み
に
よ
つ
て
は
、
当
該
鉄
道
の
運
営
に
要
す
る
費
用
（
当
該
災
害
復
旧

事
業
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
を
償
い
、
か
つ
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
を
回
収
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
申
請
が
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
が
、
民
生
の
安
定
上
必
要
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
が
、
当
該
災
害
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
「
基
準

事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
前
事
業
年
度
末
か
ら
さ
か
の
ぼ
り
一
年
間
に
お
け
る
当
該
災
害
を
受
け
た
鉄
道
の

運
輸
収
入
の
一
割
以
上
の
額
で
あ
る
こ
と
。

三
　
当
該
鉄
道
事
業
者
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
基
準
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
か
ら
さ
か
の
ぼ
り
三
年
間
（
基
準
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
に
お
い

て
当
該
鉄
道
事
業
者
の
鉄
道
が
そ
の
運
輸
開
始
後
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
運
輸

開
始
後
基
準
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
ま
で
の
期
間
。
以
下
「
基
準
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
各
年

度
の
鉄
道
事
業
の
損
益
計
算
に
お
い
て
経
常
損
失
若
し
く
は
営
業
損
失
を
生
じ
て
い
る
こ
と
又
は
適
切
な
経

営
努
力
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
当
該
災
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
基
準
事
業
年
度
以
降
お
お
む
ね
五
年

間
を
超
え
て
各
年
度
の
鉄
道
事
業
の
損
益
計
算
に
お
い
て
経
常
損
失
若
し
く
は
営
業
損
失
を
生
ず
る
こ
と
が

確
実
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ロ
　
基
準
期
間
に
お
け
る
各
年
度
の
鉄
道
事
業
者
が
経
営
す
る
す
べ
て
の
事
業
（
以
下
「
全
事
業
」
と
い
う
。
）

の
損
益
計
算
に
お
い
て
経
常
損
失
若
し
く
は
営
業
損
失
を
生
じ
て
い
る
こ
と
又
は
適
切
な
経
営
努
力
が
な
さ

れ
た
と
し
て
も
、
当
該
災
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
基
準
事
業
年
度
以
降
お
お
む
ね
五
年
間
を
超
え
て
各

年
度
の
全
事
業
の
損
益
計
算
に
お
い
て
経
常
損
失
若
し
く
は
営
業
損
失
を
生
ず
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。

ハ
　
そ
の
他
当
該
災
害
復
旧
事
業
を
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
な
い
で
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
場
合
に
、
そ
の
経
営
の
安
定
に
支
障
を
生
ず
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

四
　
当
該
災
害
を
受
け
た
鉄
道
の
収
益
の
み
に
よ
つ
て
は
、
当
該
鉄
道
の
運
営
に
要
す
る
費
用
（
当
該
災
害
復
旧

事
業
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
を
償
い
、
か
つ
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
を
回
収
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
三
の
二
　
法
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
鉄
道
事
業
者
は
、
当
該
災
害
の

発
生
後
遅
滞
な
く
、
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
申
請
書
（
第
二
十
一
号
様
式
の
四
）
を
地
方
運
輸
局
長
を
経

由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
が
民
生
の
安
定
上
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

二
　
当
該
災
害
を
受
け
た
鉄
道
の
収
益
及
び
費
用
状
況
表
（
第
二
十
一
号
様
式
の
五
の
二
）

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
申
請
が
法
第
八
条
第
五
項
各
号
に
該

当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
の
四
　
第
十
五
条
の
三
及
び
前
条
の
申
請
書
を
提
出
し
た
鉄
道
事
業
者
は
、
当
該
申
請
書
を
提
出
し
た
日

の
属
す
る
会
計
年
度
及
び
翌
会
計
年
度
に
属
す
る
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
箇
月
以
内
に
、
鉄
道
事
業
等

報
告
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
九
号
）
第
二
条
又
は
軌
道
法
施
行
規
則
（
大
正
十
二
年
／
内
務
／
鉄
道

／
省
令
）
第
三
十
五
条
の
事
業
報
告
書
を
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
補
助
金
の
交
付
の
決
定
）

第
十
五
条
の
五
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
に
つ
い
て
そ
の

交
付
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
当
該
鉄
道
事
業
者
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

一
　
補
助
金
の
額

二
　
補
助
金
の
使
途
に
関
す
る
条
件

三
　
法
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
を
補
助
す
る
災
害
復
旧
事

業
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
計
画

（
補
助
災
害
復
旧
事
業
の
遂
行
）

第
十
五
条
の
六
　
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
に
つ
い
て
そ

の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
鉄
道
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
五
条
の
七
　
法
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
に
つ
い
て
そ
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
鉄

道
事
業
者
は
、
第
十
五
条
の
五
第
三
号
の
災
害
復
旧
事
業
計
画
に
係
る
施
設
に
つ
い
て
当
該
災
害
復
旧
事
業
計
画

を
変
更
し
て
災
害
復
旧
事
業
を
施
行
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
災
害
を
更
に
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
災
害
の
発

生
後
遅
滞
な
く
、
災
害
の
状
況
及
び
当
該
決
定
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
災
害
状
況
報
告
書
及
び

災
害
復
旧
事
業
実
施
状
況
報
告
書
を
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
十
五
条
の
八
　
法
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
に
つ
い
て
そ
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
鉄

道
事
業
者
は
、
第
十
五
条
の
五
第
三
号
の
災
害
復
旧
事
業
計
画
を
変
更
し
て
当
該
災
害
復
旧
事
業
を
施
行
す
る
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
変
更
を
受
け
る
た
め
、
災
害
復
旧
事
業
変
更
計
画
書
（
第
二

十
一
号
様
式
の
六
）
を
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
範
囲
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
五
条
の
九
　
法
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
に
つ
い
て
そ
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
鉄

道
事
業
者
は
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
全
部
又
は

一
部
の
取
消
を
受
け
る
た
め
、
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由
及
び
そ
の
時
期
を
記
載
し
た
書
類
を
地
方
運
輸
局
長
を

経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
十
　
法
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
に
つ
い
て
そ
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
鉄

道
事
業
者
は
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
を
完
了
し
又
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
災
害
復
旧
事
業
実
績
報
告

書
（
第
二
十
一
号
様
式
の
七
）
を
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
計
年
度
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。

（
補
助
金
の
交
付
が
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
の
特
例
）

第
十
五
条
の
十
一
　
法
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
補
助
金
の
交
付
が
独
立
行
政
法
人
鉄
道

建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、
第
十
五

条
、
第
十
五
条
の
二
（
第
十
五
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
十
五

条
の
三
の
二
第
一
項
、
第
十
五
条
の
四
、
第
十
五
条
の
七
か
ら
第
十
五
条
の
十
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
中
「
地
方

運
輸
局
長
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
を
通
じ
て
」

と
、
第
十
五
条
の
五
中
「
当
該
鉄
道
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
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機
構
を
通
じ
て
当
該
鉄
道
事
業
者
」
と
、
第
二
十
一
号
様
式
の
四
中
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行

政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
理
事
長
」
と
す
る
。

（
利
益
金
納
付
の
場
合
の
益
金
）

第
十
六
条
　
法
第
十
五
条
の
益
金
の
額
は
、
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
係
る
鉄
道
の
毎
事
業
年
度
に
お
け
る

収
益
か
ら
費
用
を
控
除
し
た
残
額
と
す
る
。

２
　
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
収
益
及
び
費
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
利
益
金
納
付
の
場
合
の
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
）

第
十
六
条
の
二
　
法
第
十
五
条
の
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
は
、
毎
事
業
年
度
末
に
お
け
る
法
第
八
条
の
規
定
に
よ

る
補
助
に
係
る
鉄
道
の
現
に
存
す
る
事
業
用
固
定
資
産
に
つ
き
貸
借
対
照
表
に
付
せ
ら
れ
た
価
額
か
ら
当
該
事
業

用
固
定
資
産
に
つ
き
当
該
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
減
価
償
却
累
計
額
を
控
除
し
た
価
額
を
基
礎
と
し
て
国
土

交
通
大
臣
が
査
定
し
た
価
額
と
す
る
。

（
各
鉄
道
に
関
連
す
る
収
益
及
び
費
用
の
配
賦
）

第
十
七
条
　
法
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
鉄
道
と
当
該
鉄

道
以
外
の
鉄
道
と
に
関
連
す
る
収
益
及
び
費
用
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
各
鉄
道
に
配
賦
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
旅
客
運
輸
収
入
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
お
け
る
延
人
キ
ロ
に
よ
る
百
分
率

二
　
貨
物
運
輸
収
入
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
お
け
る
延
ト
ン
キ
ロ
に
よ
る
百
分
率

三
　
運
輸
雑
収
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合

イ
　
厚
生
福
利
施
設
収
入
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
職
員
数
に
よ
る
百
分
率

ロ
　
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
旅
客
運
輸
収
入
及
び
貨
物
運
輸
収
入
の
合
計
額
に
よ

る
百
分
率

四
　
受
取
利
子
そ
の
他
の
営
業
外
収
益
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
営
業
収
益
に
よ
る
百
分
率

五
　
営
業
費
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合

イ
　
変
電
所
、
車
庫
、
修
理
工
場
、
車
両
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
業
用
固
定
資
産
の
固
定
資
産
保
存
費

（
線
路
保
存
費
、
電
路
保
存
費
及
び
車
両
保
存
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す

る
車
両
走
行
キ
ロ
に
よ
る
百
分
率
、
そ
の
他
の
事
業
用
固
定
資
産
の
固
定
資
産
保
存
費
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄

道
に
専
属
す
る
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
に
よ
る
百
分
率

ロ
　
運
転
費
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
車
両
走
行
キ
ロ
に
よ
る
百
分
率

ハ
　
運
輸
費
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
営
業
収
益
に
よ
る
百
分
率

ニ
　
保
守
管
理
費
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
事
業
用
固
定
資
産
の
固
定
資
産
保
存
費
に
よ
る
百
分
率

ホ
　
輸
送
管
理
費
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
運
転
費
及
び
運
輸
費
の
合
計
額
に
よ
る
百
分
率

ヘ
　
案
内
宣
伝
費
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
旅
客
運
輸
収
入
に
よ
る
百
分
率

ト
　
厚
生
福
利
施
設
費
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
職
員
数
に
よ
る
百
分
率

チ
　
一
般
管
理
費
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
営
業
費
（
一
般
管
理
費
、
諸
税
及
び
減
価
償
却
費
を
除

く
。
）
に
よ
る
百
分
率

リ
　
諸
税
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合

（一）
　
固
定
資
産
諸
税
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
事
業
用
固
定
資
産
に
つ
き
補
助
期
間
の
初
日
を
含

む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
付
せ
ら
れ
た
価
額
か
ら
当
該
事
業
用
固
定
資
産

に
つ
き
当
該
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
減
価
償
却
累
計
額
を
控
除
し
た
価
額
に
よ
る
百
分
率

（二）
　
事
業
税
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
収
益
に
よ
る
百
分
率

（三）
　
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
各
鉄
道
に
専
属
す
る
営
業
費
（
諸
税
及
び
減
価
償
却
費
を
除
く
。
）
に

よ
る
百
分
率

ヌ
　
事
業
用
固
定
資
産
の
減
価
償
却
費
に
あ
つ
て
は
、
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
各
鉄
道
に
関
連
す
る
事
業
用

固
定
資
産
の
価
額
を
各
鉄
道
に
配
賦
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
配
賦
額
に
よ
る
百
分
率

六
　
支
払
利
子
そ
の
他
の
営
業
外
費
用
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合

イ
　
支
払
利
子
は
、
前
事
業
年
度
末
の
各
鉄
道
に
お
け
る
こ
れ
に
専
属
す
る
事
業
用
固
定
資
産
に
つ
き
貸
借
対

照
表
に
付
せ
ら
れ
た
価
額
（
減
価
償
却
累
計
額
を
控
除
し
た
価
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
百
分
率

ロ
　
そ
の
他
の
も
の
は
、
各
鉄
道
に
お
け
る
営
業
費
に
よ
る
百
分
率

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
事
業
年

度
に
お
け
る
補
助
を
受
け
る
期
間
及
び
補
助
を
受
け
な
い
期
間
の
収
益
及
び
費
用
の
配
賦
の
計
算
に
準
用
す
る
。

但
し
、
諸
税
及
び
支
払
利
子
は
、
補
助
を
受
け
る
期
間
及
び
補
助
を
受
け
な
い
期
間
の
日
数
に
よ
る
百
分
率
に
よ

り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
建
設
及
び
営
業
に
関
連
す
る
人
件
費
及
び
経
費
の
整
理
）

第
十
八
条
　
法
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
費
用
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
未
開
業
線
の
建
設
及
び
開
業
線

の
営
業
に
関
連
す
る
継
続
的
な
人
件
費
及
び
経
費
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
主
と
し
て
建
設
に
因
果
関
係

を
有
す
る
人
件
費
及
び
経
費
は
未
開
業
線
の
固
定
資
産
に
、
そ
の
他
の
人
件
費
及
び
経
費
は
営
業
費
に
整
理
す
る

も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
鉄
道
事
業
者
が
事
業
用
の
固
定
資
産
を
改
良
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
改
良
と
営
業

と
に
関
連
す
る
人
件
費
及
び
経
費
の
整
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
各
鉄
道
に
関
連
す
る
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
の
配
賦
）

第
十
九
条
　
法
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
鉄
道

と
当
該
鉄
道
以
外
の
鉄
道
と
に
関
連
す
る
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
は
、
変
電
所
、
車
庫
、
修
理
工
場
、
車
両
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
業
用
固
定
資
産
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
か
ら
さ
か

の
ぼ
り
三
年
間
（
運
輸
開
始
後
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
現
に
経
過
し
た
期
間
）
の
各
鉄
道
に
お

け
る
車
両
走
行
キ
ロ
に
よ
る
百
分
率
、
そ
の
他
の
事
業
用
固
定
資
産
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
事
業
年
度
の

前
事
業
年
度
末
の
各
鉄
道
に
お
け
る
こ
れ
に
専
属
す
る
事
業
用
固
定
資
産
に
つ
き
貸
借
対
照
表
に
付
さ
れ
た
価
額

に
よ
る
百
分
率
を
も
つ
て
各
鉄
道
に
配
賦
す
る
も
の
と
す
る
。

（
各
事
業
に
関
連
す
る
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
の
配
賦
）

第
二
十
条
　
法
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
鉄
道
事
業

と
当
該
鉄
道
事
業
者
の
経
営
す
る
他
の
事
業
と
に
関
連
す
る
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
は
、
当
該
事
業
年
度
の
前

事
業
年
度
末
の
各
事
業
に
お
け
る
こ
れ
に
専
属
す
る
事
業
用
固
定
資
産
に
つ
き
貸
借
対
照
表
に
付
さ
れ
た
価
額
に

よ
る
百
分
率
を
も
つ
て
各
事
業
に
配
賦
す
る
も
の
と
す
る
。

（
各
事
業
に
関
連
す
る
収
益
及
び
費
用
の
配
賦
）

第
二
十
一
条
　
法
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
鉄
道
事
業
と
当
該
鉄

道
事
業
者
の
経
営
す
る
他
の
事
業
と
に
関
連
す
る
収
益
及
び
費
用
の
各
事
業
へ
の
配
賦
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で

中
「
各
鉄
道
」
と
あ
る
の
は
「
各
事
業
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
区
間
を
分
け
て
運
輸
を
開
始
す
る
場
合
の
特
例
）

第
二
十
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
認
定
を
受
け
た
鉄
道
に
つ
き
区
間
を
分
け
て
漸

次
運
輸
を
開
始
す
る
場
合
に
お
け
る
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
、
収
益
、
費
用
、
益
金
及
び
補
助
金
は
、
各
区
間

に
つ
い
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
補
助
期
間
が
同
一
で
あ
る
場
合
の
区
間
に
つ
い
て
は
、
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
、
収

益
、
費
用
、
益
金
及
び
補
助
金
は
、
各
区
間
を
通
じ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
利
息
）

第
二
十
三
条
　
法
第
十
四
条
の
利
息
は
、
返
還
す
べ
き
補
助
金
の
額
に
つ
き
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
も

つ
て
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
こ
れ
を
返
還
す
る
日
ま
で
の
日
数
に
よ
つ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

（
納
付
金
の
累
計
額
）

第
二
十
四
条
　
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
益
金
を
国
庫
に
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
納
付
金
の
累
計
額
は
、
当
該

益
金
を
生
じ
た
事
業
年
度
末
か
ら
さ
か
の
ぼ
り
十
年
以
内
に
交
付
を
受
け
た
補
助
金
の
総
額
（
法
第
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
補
助
金
を
返
還
し
た
と
き
は
、
当
該
返
還
額
を
控
除
し
た
残
額
）
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

（
補
助
を
受
け
な
く
な
つ
た
後
の
書
類
の
提
出
）

第
二
十
五
条
　
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
を
受
け
た
鉄
道
事
業
者
（
交
付
を
受
け
た
補
助
金
の
全
部
を
返
還
し

た
者
を
除
く
。
）
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
な
く
な
つ
た
時
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
を
含
む
事
業

4



年
度
（
前
条
の
納
付
金
の
累
計
額
が
同
条
の
補
助
金
の
総
額
に
達
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
業
年
度
）
ま
で
当
該
期

間
内
の
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
補
助
に
係
る
鉄
道
に
つ
い
て
、
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
毎
事
業
年

度
終
了
後
三
箇
月
以
内
に
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
配
当
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
五
条
の
二
　
法
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
剰
余
金
の
配
当
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
鉄
道
事
業
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
剰
余
金
配
当
許
可
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所

二
　
剰
余
金
の
配
当
の
割
合

三
　
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
こ
と
が
経
営
上
妥
当
で
あ
る
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
損
益
計
算
書
案

二
　
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
案
又
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
案

三
　
貸
借
対
照
表
案

（
改
良
の
指
示
）

第
二
十
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
た
鉄
道
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
改
良
計

画
の
承
認
を
し
た
鉄
道
の
経
営
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
鉄
道
に
つ
い
て
輸
送
の
安

全
及
び
運
輸
の
確
保
の
た
め
緊
急
に
改
良
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
十
六
条
の
指
示
を
す
る

も
の
と
す
る
。

（
金
融
機
関
の
範
囲
）

第
二
十
七
条
　
法
第
十
六
条
の
金
融
機
関
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
並
び
に
日
本
の
法
令
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
銀
行
、
信
託
会
社
及
び
保
険
会
社
と
す
る
。

（
契
約
申
込
）

第
二
十
八
条
　
政
府
と
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
を
結
ぼ
う
と
す
る
金
融
機
関
は
、
鉄
道
設
備
改
良
融
資
利

子
補
給
契
約
申
込
書
（
第
二
十
二
号
様
式
）
二
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
融
資
仮
契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
国
土
交
通

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鉄
道
設
備
改
良
融
資
利
子
補
給
希
望
書
の
提
出
）

第
二
十
九
条
　
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
に
係
る
融
資
を
受
け
て
同
条
の
国
土
交
通
大
臣
の
指
示
に
基
づ
き

鉄
道
の
設
備
を
改
良
し
よ
う
と
す
る
鉄
道
事
業
者
は
、
鉄
道
設
備
改
良
融
資
利
子
補
給
希
望
書
（
第
二
十
三
号
様

式
）
三
通
に
そ
れ
ぞ
れ
改
良
計
画
書
（
様
式
は
、
第
七
号
様
式
を
準
用
す
る
。
）
を
添
付
し
地
方
運
輸
局
長
を
経

由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
契
約
締
結
）

第
三
十
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
十
八
条
の
申
込
書
及
び
前
条
の
希
望
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
申

込
及
び
希
望
に
関
し
調
査
を
行
い
、
妥
当
と
認
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
を

締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
利
子
補
給
金
の
限
度
）

第
三
十
一
条
　
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
利
子
補
給
金
の
限
度
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
で
定
め

る
当
該
改
良
の
予
定
しヽ
ゆヽ
んヽ
工
日
以
後
の
融
資
残
高
が
、
融
資
総
額
を
当
該
改
良
の
予
定
しヽ
ゆヽ
んヽ
工
日
以
後
五
年

間
半
年
賦
均
等
償
還
の
条
件
で
償
還
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
計
算
上
の
融
資
残
高
を
こ
え
る
と
き
は
、

そ
の
計
算
上
の
融
資
残
高
を
同
条
の
融
資
残
高
と
す
る
。

２
　
前
項
の
融
資
総
額
は
、
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
に
係
る
融
資
が

初
に
な
さ
れ
た
日
か
ら
当
該
改
良

の
完
了
し
た
日
後
二
箇
月
ま
で
に
な
さ
れ
た
融
資
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。

（
利
子
補
給
金
の
支
払
）

第
三
十
二
条
　
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
に
よ
り
政
府
が
支
給
す
る
利
子
補
給
金
は
、
毎
年
、
前
年
の
十
月

一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
及
び
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
の
期
間
に
応
ず
る
も
の
を
金
融
機
関
の
請
求
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
利
子
補
給
金
の
請
求
）

第
三
十
三
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
政
府
に
利
子
補
給
金
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
金
融
機
関
は
、
鉄
道
設

備
改
良
融
資
利
子
補
給
金
請
求
書
（
第
二
十
四
号
様
式
）
二
通
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
請
求
書
は
、
前
年
の
十
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
四
月
三
十

日
ま
で
に
、
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

（
改
良
完
了
の
届
出
）

第
三
十
四
条
　
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
に
係
る
融
資
を
受
け
て
改
良
を
行
つ
た
鉄
道
事
業
者
は
、
当
該
改

良
を
完
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
融
資
残
高
報
告
書
の
提
出
）

第
三
十
五
条
　
政
府
と
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
を
結
ん
だ
金
融
機
関
は
、
当
該
契
約
に
係
る
融
資
の
融
資

残
高
に
つ
い
て
毎
月
末
現
在
の
融
資
残
高
報
告
書
（
第
二
十
五
号
様
式
）
を
翌
月
の
十
五
日
ま
で
に
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
鉄
道
の
当
該
被
害

に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
鉄
道
事
業
者
が
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
第
十
五
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中

「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
及
び
第
二
号
に
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
又
は
適
切
な
」
と
あ
る
の
は
「
、
適
切
な
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る

こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
又
は
基
準
期
間
に
お
け
る
各
年
度
の
鉄
道
事
業
の
損
益
計
算
に
お
け
る

経
常
利
益
の
額
の
合
計
額
又
は
営
業
利
益
の
額
の
合
計
額
が
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
を
下
回
つ

て
い
る
こ
と
」
と
、
同
号
ロ
中
「
又
は
適
切
な
」
と
あ
る
の
は
「
、
適
切
な
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
あ

る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
又
は
基
準
期
間
に
お
け
る
各
年
度
の
全
事
業
の
損
益
計
算
に
お
け
る
経
常
利
益
の
額

の
合
計
額
又
は
営
業
利
益
の
額
の
合
計
額
が
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
を
下
回
つ
て
い
る
こ
と
」

と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
一
一
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十

九
年
度
以
降
の
補
助
金
に
係
る
諸
税
の
配
賦
計
算
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
八
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
五
月
一
日
運
輸
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
八
月
一
二
日
運
輸
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
五
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
〇
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
三
年
以
内
に
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
地
方
鉄

道
業
を
廃
止
し
た
も
の
に
係
る
廃
止
補
償
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
三
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
四
月
一
日
運
輸
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
九
月
一
〇
日
運
輸
省
令
第
七
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
四
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則

第
十
四
条
第
四
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号
リ
（
二
）
の
規
定
並
び
に
第
三
条
の
規
定
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に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
二
号
イ
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
九

年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
損
益
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
五
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定

に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除

く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限

る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
　
昭
和
六
十
二
年
三
月
末
日
以
前
に
終
了
し
た
営
業
年
度
に
係
る
営
業
用
固
定
資
産
決
算
表
、
収
益
決
算

表
、
費
用
決
算
表
、
運
輸
数
量
及
び
列
車
走
行
キ
ロ
表
及
び
車
両
走
行
キ
ロ
表
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
第
十
七
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
の
様
式
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
五
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
鉄
道
事
業
者
が
平
成
二
年
四
月
一
日
以
後
受
け
た
災
害
に

つ
い
て
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
施
行
し
た
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
さ

れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
の
提
出
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
の
規

定
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
の
提
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
六
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
一
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
一
日
運
輸
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
四
日
運
輸
省
令
第
五
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
日
（
平
成
九
年
十
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
さ

れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
の
提
出
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
の
規

定
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
の
提
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
総
合
的
な
国
土
の
形
成
を
図
る
た
め
の
国
土
総
合
開
発
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
そ
の
他
の

文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
、
手
続
、
そ
の
他
の

行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
令

の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
鉄
道
軌
道
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行

の
日
（
平
成
三
十
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
第
十
五
条
及
び
第
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十

八
年
四
月
一
日
以
後
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
鉄
道
が
受
け
た
災
害
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に

受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
（
第
二
条
関
係
）

別記（第二条関係） 

 

線 路 図 作 成 要 領 

１ 認定を受けようとする鉄道及びこれに影響のある交通機関を下記要領により色分けし

た縮尺５万分の１の地図に記入すること。 

イ 自線（認定を受けようとする鉄道） 赤太線（未開業の場合には、赤点線） 

ロ 自線（イ以外の鉄道）       茶太線（未開業の場合には、茶点線） 

ハ 他社の鉄道線           青太線 

ニ 兼営又は傍系バス路線       黒細線 

ホ 兼営又は傍系トラック路線     黒点線 

へ ニ以外沿線バス路線        緑細線 

ト ホ以外の戦線トラック路線     緑点線 

チ 航路               黒点線 

リ 停留場              ◎印（停留場名を細字で付記すること。） 

ヌ 停留所              ○印（停留所名を細字で付記すること。） 

２ バス事業及びトラック事業の事業者名、起終両停留所名、営業キロ程、所有車両、運

転回数及び起終両停留所間運転所要時間を本図に付記すること。 

３ 主要事業所、工場、鉱山、施設等については、符合を用いて本図内に表示すること。 

４ バス路線及びトラック路線に係る道路並びにこれら以外の道路のうちの一級国道、二

級国道及び都道府県道の幅員及び鋪装状況を本図に付記すること。 

第
一
号
様
式
（
そ
の
一
）
（
第
二
条
関
係
）

第一号様式（その一）（第二条関係） 

 

輸  送  状  況  調 

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

 鉄道何々間  

１ 貨物 何年何期（又は何年度）（何年何月～何年何月）            氏名又は名称      

 

品目 

 

自 線 他 の 交

通 機 関

に よ る

推 定 概

算 輸 送

数量 

 車 扱 コ ン テ ナ 

合計 自線 
発着 

自線発
他線着 

他線発
自線着 

計 
自線 
発着 

自線発
他線着 

他線発
自線着 

計 

備 考 

 

 

 

 

合計 

トン トン トン トン トン トン トン トン トン   

備考 

 １ 本表は認定を受けようとする日を含む事業年度の前事業年度末からさかのぼり三年間における実績を事

業年度ごとに各別に作成すること。なお、認定を受けようとする鉄道が認定を受けようとする日を含む事業

年度の前事業年度末までに運輸開始後三年間を経過しない鉄道であるときは、当該運輸開始の日から当該前

事業年度末までの期間（以下「経過期間」という。）にあつては経過期間における実績を、当該前事業年度末

後経過期間とあわせて三年に達する日を含む事業年度の末日までの期間にあつては当該期間における見込

を事業年度ごとに各別に作成すること。又認定を受けようとする鉄道が運輸開始前のものであるときは、そ

の運輸開始後三年間における見込を一年ごとに各別に作成すること。 

２ 輸送数量の僅少な貨物は、一括して品名欄に「その他」として掲上すること。 

３ 他の交通機関による推定概算輸送数量欄には、自線沿線圏内の貨物であつて、自線によつて輸送されてお

らず、自線以外の交通機関によつて輸送されていると認められる貨物の年間（自線に係る事業年度が一年未

満の場合には、これに対応する期間。以下同じ。）の推定輸送数量を記入すること。 

４ 発着貨物トン数の多い駅は、主要品名別にその駅名及び発着別にトン数を備考欄に記入すること。 

５ 自線沿線におけるトラック事業（兼営及び傍系会社経営のものを含む。）の事業者名、年間の推定概算輸送

数量及び輸送能力（所有者両等）を附記すること。なお、自線が浸蝕されていると認められる年間の見込輸

送数量を年間の推定概算輸送数量の内書として括弧書とすること。 

（例）  事業者名  年間推定概算輸送数量          輸 送 能 力 

 所有車両    従業員数 

    何々トラック  1,500トン   （700トン）             15 両     30人         

    何々輸送     2,100トン   （1,000トン）        20 両          40人         

６ 本様式中自線とは、認定を受けようとする鉄道をいう。以下各様式において同じ。 
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２ 旅客 何年何期（又は何年度）（何年何月～何年何月） 

種 別 

自 線 他の交通機関

による推定概

算輸送人員 

備 考 
自線発着 

自線発 

他線着 

他線発 

自線着 
合計 

定期外旅客 人 人 人 人   

定 期 旅 客       

通 勤       

通 学       

そ の 他       

合 計 

      

備考 

 １ 第一号様式（その一）の１貨物の備考１は、本表に準用する。 

 ２ 他の交通機関による推定概算輸送人員欄には、沿線圏内の旅客であつて、自線によつて輸送されておら

ず、自線以外の交通機関によつて輸送されていると認められる旅客の年間の推定輸送人員を記入すること。 

  ３ 乗降車人員の多い駅は、種類別にその駅名及び乗降別に人員を備考欄に記入すること。 

  ４ 沿線におけるバス事業（兼営及び傍系会社経営のものを含む。）の事業者名、年間の推定概算輸送人員及

び輸送能力を附記すること。なお、自線が浸蝕されていると認められる年間の見込輸送人員を年間の推定

概算輸送人員の内書として括弧書とすること。 

（例）  事業者名  年間推定概算輸送人員          輸 送 能 力 

 所有車両    従業員数 

何 々 バ ス  586,000人（398,000人）  大型バス  150両         300人        

    何々乗合自動車   263,800人（205,000人）  大型バス   50両 

小型バス   20両     180人    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
一
号
様
式
（
そ
の
二
）
（
第
二
条
関
係
）

 

第一号様式（その二）（第二条関係） 

 

運  輸  数  量  調 

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

鉄道何々間                                 氏名又は名称      

事 業 年 度 
営 業

日 数 

期 末

営 業

キ ロ 

延 日

キ ロ 

貨 物 旅 客 

備 考 輸 送 

トン数 

延トン

キ ロ 

一日一

キロ平

均通過

トン数 

貨 物 

一トン

平均輸

送キロ 

乗 車 

人 員 

延 人 

キ ロ 

一日一

キロ平

均通過

人 員 

旅 客 

一人平

均乗車

キ ロ 

何 年 何 期             

（何年何月～

何年何月） 
            

合 計 

一 年 平 均 
            

備考 

 １ 一日一キロ平均通過トン数 ＝  延トンキロ（又は延人キロ） 

  （一日一キロ平均通過人員）   延日キロ（営業キロ×営業日数） 

 ２ 貨物一トン平均輸送キロ ＝  延トンキロ（又は延人キロ） 

  （旅客一人平均乗車キロ）     輸送トン数（乗車人員） 

 ３ 発着不明な回数券、区間制及び均一制の鉄道については、適当な方法により延人キロを算出し、その計

算方法を附記すること。 

４ 第一号様式（その一）の１貨物の備考１は、本表に準用する。この場合において、同備考１中「事業年

度ごとに各別に」は「事業年度ごとに」と読み替えるものとする。 
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第
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
（
第
二
条
関
係
）

第二号様式（その一）（第二条関係） 

 

沿 線 主 要 産 業 調 

 

 鉄道何々間                                氏名又は名称       

主 要 
産 業 名 

 

氏名又は名

称及びその

工場名、事

業所名又は 

施 設 名 

地域又は
所 在 地 

最 寄 
駅 名 

品 名 

埋蔵量、年

間生産高又

は年間原材

料 使 用 高 

年間出貨及び入貨数量 

備 考 

自線利用 
他 交 通 
機関利用 

         

備考 

 １ 主要産業名欄には、平成５年 10月総務庁告示第 60号（日本標準産業分類）による細分類別に、自線沿線

における主な産業を記入すること。 

２ 原始産業例えば林業については、氏名又は名称及びその工場名、事業所名又は施設名欄には、「何々原始

林」と、地域又は所在地欄には「何々県何々郡何々村を中心として何々平方キロ」と記入すること。 

３ 原材料使用高は、主なもの又は使用高の多いものを記入すること。 

４ 埋蔵量、年間生産高又は年間原材料使用高欄に数量をトン以外の単位で記入する場（電力を除く。）には、

括弧書でトン換算数量を同欄に併記すること。なお、同欄に数量を記入する場合には、例えば埋蔵量に係る

数量であるときは、「○埋」と数量の左端に記入すること。 

５ 品名を包括的に表示記入する場合には、その品名及び数量の内訳を備考欄に記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
二
号
様
式
（
そ
の
二
）
（
第
二
条
関
係
）

第二号様式（その二）（第二条関係） 

 

沿線資源開発計画又は主要産業新設拡張計画調 

 

 鉄道何々間                                氏名又は名称       

 
産 業 名 

 

氏名又は

名称及び

その工場

名、事業

所名又は 

施 設 名 

地 域 

又 は 

所在地 

最 寄 
駅 名 

計 画 
概 要 

新 規 又 は 拡 

張 後 生 産 高 

新 規 又 は 拡 

張 後 原 材 料 
建 設 工

事 所 要

年 間 延

労 務 者

数 

従 業 員

見 込 数 生 産 

品 名 

年間生産 

見 込 高 

原 材 

料 名 

年間生産

見 込 高 

           

 

 

9



第
三
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第三号様式（第二条関係） 

 

沿  線  人  口  調 

 鉄道何々間                              氏名又は名称        

行政区域名 
最 寄

駅 名 

沿 道 直

接 人 口 

準 沿 線 

人 口 
合 計 備 考 

合 計 

 

千人 千人 千人 

 

備考 

 １ 行政区域名は、線路の起点より順を逐つて都道府県市町村大字別に記入すること。 

 ２ 沿道直接人口欄には、線路の起終点及び線路の両側各二キロ以内の地域に在る人口又はこれ以外の地域

であつても他に交通機関がなく、自線を利用すると認められる地域の人口を記入すること。 

 ３ 準沿線人口欄には、２以外の地域であつて、バスその他の交通機関を介して自線を利用すると認められ

る地域の人口を記入すること。 

第
四
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第四号様式（第二条関係） 

 

収 益 及 び 費 用 調 

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

 鉄道何々間                            氏名又は名称          

事

業

年

度 

収 益 費 用 差

引

損

益 

営

業

係

数 

営 業 収 益 営

業

外

収

益 

合

計 

営 業 費 営

業

外

費

用 

総

計 

旅 客 運 輸 収 入 貨

物

運

輸

収

入 

鉄
道
線
路
使
用
料
収

入 

鉄
道
線
路
譲
渡
収
入 

運

輸

雑

収 

計 

人 件 費 経 費 減

価

償

却

費 

諸

税 

計 

定

期

外 

定

期 

そ

の

他 

小

計 

保

存

人

件

費 

そ
の
他
人
件
費 

小

計 

保

存

経

費 

そ

の

他

経

費 

小

計 

何年

何期

（何

年何

月～

何年

何

月） 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

合計

一年

平均 

                        

備考 

１ 認定を受けようとする鉄道事業とこれ以外の鉄道事業とに関連する収益及び費用並びに鉄道事業と鉄道

事業以外の事業とに関連する収益及び費用については、その配賦の方法及び算出の基礎を付記すること。 

２ 営業外収益及び営業外費用並びに諸税の主なものについては、その内訳を事業年度ごとに付記すること。 

３ 各事業年度において著しい増減のあるものについては、その内訳及び事由を付記すること。 

４ 第一号様式（その一）の１貨物の備考１は、本表に準用する。この場合において、同備考１中「事業年度

ごとに各別」とあるのは、「事業年度ごとに」と、「一年ごとに各別」とあるのは、「一年ごとに」と読み替え

るものとする。 
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第
五
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第五号様式（第二条関係） 

事業用固定資産及び減価償却費調 

年  月  日現在 

 鉄道何々間                    氏名又は名称          

科     目 
取得 

価額 

最近一年間償却額 
償 却 

累計額 

償 却 

累計率 
簿 価 

償 却 

過不足 

累計額 

実施 

額 

範囲 

額 

過不 

足額 

有形固定資産 

 運送施設 

  土     地 

  建 物 

  構 築 物 

  車 両 

  機 械 装 置 

  工具・器具・備品 

 案内宣伝施設 

無形固定資産 

関連固定資産 

合     計 

円 円 円 円 円  円 円 

備考 

 １ 最近一年間償却額欄には、認定を受けようとする日を含む事業年度の前事業年度末

からさかのぼり一年間における減価償却額を記載すること。この場合において、範囲額

欄には、当該期間における法人税法（昭和四十年法律第三十四号）の規定により所得の

計算上損金に算入される償却額（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の規

定による特別償却額（割増償却額を含む。）を除く。）を記載するものとする。 

２ 最近一年間の減価償却額の実施額に租税特別措置法の規定による特別償却額（割増

償却額を含む。）を含むときは、その額及び内容を付記すること。 

 ３ 簿価欄には、認定を受けようとする日を含む事業年度の前事業年度末における簿価

を記載すること。 

 ４ 有形固定資産の償却方法を付記すること。 

 ５ 関連固定資産の項の各欄には、認定を受けようとする鉄道とこれ以外の鉄道とに関

連するもの及び鉄道事業と鉄道事業以外の事業とに関連するもののうち認定を受けよ

うとする鉄道に対して配賦されたものを記載し、その配賦の方法及び算出の基礎を付

記すること。 

第
六
号
様
式
（
そ
の
一
）
（
第
二
条
関
係
）

第六号様式（その一）（第二条関係） 

 敷   設   計   画   書  

 鉄道何々間                     氏名又は名称          

１ 計画の目的及び概要 

２ 計画の内容 

 ⑴ 建設工事の着工予定日 

 ⑵ 建設工事の竣工予定日 

 ⑶ 動力 

 ⑷ 軌間 

 ⑸ 単線、複線等の別及び区間並びにキロ程 

 ⑹ 線路の起終点及びその経過する市町村名 

 ⑺ 軌条の重量（重量の異なる軌条を用いているときは各軌条の使用区間を明示するこ

と。） 

 ⑻ 車両 

  (イ) 機関車（形式、両数及び重量を記載すること。） 

  (ロ) 客車（車種、両数、自重、定員及び荷重を記載すること。） 

  (ハ) 貨車（車種、両数、自重、定員及び荷重を記載すること。） 

  (ニ) 気動車及び内燃動車（機関車及び客車に準じて記載すること。） 

３ 計画の効果 
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第
六
号
様
式
（
そ
の
二
）
（
第
二
条
関
係
）

第六号様式（その二）（第二条関係） 

 建 設 所 要 資 金 計 画 書  

 鉄道何々間                     氏名又は名称          

建
設
総
所
要
金
額 

区    分 金    額 調 達 時 期 備    考 

自 己 資 金 
円   

社 債    

借 入 金 
   

そ の 他    

計    

備考 「自己資金」及び「その他」については、具体的な説明を附記すること。 

第
七
号
様
式
（
そ
の
一
）
（
第
三
条
関
係
）

第七号様式（その一）（第三条関係） 

 改   良   計   画   書  

 鉄道何々間                     氏名又は名称          

１ 計画の目的及び概要 

２ 計画の内容 

 ⑴ 改良着工予定日 

 ⑵ 改良竣工予定日 

 ⑶ 改良施設の内訳及びその位置 

３ 計画の効果 

４ 計画を行う地方鉄道（又は軌道）の施設の現況 
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第
七
号
様
式
（
そ
の
二
）
（
第
三
条
関
係
）

第七号様式（その二）（第三条関係） 

 改  良  費  予  算  書  

 鉄道何々間                     氏名又は名称          

 延長    キロ  

項 目 数  量 平 均 単 価 金  高 合  計 

用 地 費 

 

 

土 工 費 

 

 

        

合 計 

１キロ当たり 

 

線路用地 

停車場用地   

 

線路切取 

線路築堤    

 

 

（単 位） 円 円 円 

備考 建設資金の調達方法を記載すること。 

  

第
七
号
様
式
（
そ
の
三
）
（
第
三
条
関
係
）

第七号様式（その三）（第三条関係） 

 改 良 所 要 資 金 計 画 書  

 

本表は、第六号様式（その二）の様式に準じて作成すること。 
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第
八
号
様
式
（
そ
の
一
）
（
第
三
条
関
係
）

第八号様式（その一）（第三条関係） 

 改 良 計 画 変 更 計 画 書  

鉄道何々間 

改良計画承認番号 第  号                 氏名又は名称            

新改良計画に係る改良、改良着工

予定日又は改良しゆん工予定日 

旧改良計画に係る改良、改良着工

予定日又は改良しゆん工予定日 
備          考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

備考 新改良計画に係る改良欄及び旧改良計画に係る改良欄には、新旧を対照して備考欄に変更の理由

を記入すること。 

  

第
八
号
様
式
（
そ
の
二
）
（
第
三
条
関
係
）

第八号様式（その二）（第三条関係） 

 改 良 費 予 算 変 更 書  

鉄道何々間                       氏名又は名称             

科    目 新 予 算 額 旧 予 算 額 
新旧差引 

増 減 高  
備 考 

項 目 数量 
平均

単価 
金高 合計 数量 

平均

単価 
金高 合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 

１キロ 

当たり 

  円 円 円  円 円 円   

備考 

 １ 新旧異動のないものは、新予算額欄に数量、平均単価、金額及び合計を記入し、旧予算額欄には、

単に異動なしと記入すること。 

 ２ 新旧差引増減高の減は朱書すること。 

 ３ 増減の理由を摘要欄に記入すること。 
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第
八
号
様
式
（
そ
の
三
）
（
第
三
条
関
係
）

第八号様式（その三）（第三条関係） 

改良所要資金変更計画書 

鉄道何々間                      氏名又は名称             

改

良

総

所

要

金

額

 

区   分 
新資金計画書 旧資金計画書 新旧差引 

増 減 高  
備  考 

金額 調達時期 金額 調達時期 

自 己 資 金 
円  円  円  

社 債       

借 入 金       

そ の 他       

計       

備考 第八号様式（その二）の備考１から３まで及び第六号様式（その二）の備考は、本表に準用する。 

第
九
号
様
式
（
第
十
条
関
係
）

第九号様式（第十条関係） 

 

 業 務 及 び 財 産 状 況 報 告  

年  月  日から 

年  月  日まで 

１ 経営する事業                 氏名又は名称           

２ 資 本 の 額 

前 期 末 資 本 の 額 当 期 増 加 資 本 の 額 当 期 末 資 本 の 額 

円 

 

円 

 

円 

 

備考 増加資本に係る資金の使途を附記すること。 

３ 事業の状況 

   （事業成績の概況、輸送能力及び輸送実績、原料及び資材に関する状況、設備拡充

状況等について前記実績と比較し、事業の種類別に詳細に説明すること。） 

４ 経理の状況 

   イ 資産及び負債の状況 

     （前期末及び当期末現在の貸借対照表を比較してその増減を示し、当期末現在に

おける資産及び負債の内容の詳細（投資関係については、特に詳細なもの）を説明

すること。） 

   ロ 収支の状況 

     （前期と当期の損益計算書を比較し、これに基き当期中の収支の状況を詳細に説

明すること。） 
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第
十
号
様
式
（
第
十
一
条
関
係
）

第十号様式（第十一条関係） 

 事 業 用 固 定 資 産 決 算 見 込 表  

年  月  日から 

年  月  日まで 

 鉄道何々間                  氏名又は名称            

科     目 期首残高 
当期増加 

見込額 

当期減少 

見込額 

期末見込 

残高 
備 考 

有形固定資産 

 運 送 施 設  

  土 地 

  建 物 

  構 築 物 

  車 両 

  機 械 装 置  

  工具・器具・備品 

 案内宣伝施設 

  土 地 

  建 物 

  雑 施 設 

無形固定資産 

 運 送 施 設  

  営 業 権 

  借 地 権 

  ・・・・・・・・・ 

 案内宣伝施設 

  借 地 権 

  ・・・・・・・・・ 

関連固定資産 

固定資産計  

減価償却累計額 

差 引 簿 価  

円 円 円 円  

備考 

１ 第五号様式の備考４及び５は、本表に準用する。 

２ 備考欄には、当期増加見込額及び当期減少見込額の内訳を記載すること。 

第
十
一
号
様
式
（
第
十
一
条
関
係
）

第十一号様式（第十一条関係） 

 収  益  決  算  見  込  表  

年  月  日から 

年  月  日まで 

 鉄道何々間                  氏名又は名称            

科     目 最近一年間決算額 決 算 見 込 年 額 備    考 

 

営 業 収 益 

 

 旅 客 運 輸 収 入  

 

 貨 物 運 輸 収 入  

 

 鉄道線路使用料収入 

  

 鉄道線路譲渡収入 

 

 運 輸 雑 収  

 

営 業 外 収 益  

 

 

 

合      計 

 

円 円  

備考 

１ 最近一年間決算額欄には、決算が終了した最近一年間に係る計数を記載すること。 

２ 最近一年間決算額と決算見込年額とに著しい差のあるものについては、その理由を

備考欄に記載すること。 

３ 営業外収益については、その内訳を備考欄に記載すること。 

４ 決算見込年額の算出の基礎その他参考となる事項を付記すること。 

５ 認定を受けた鉄道とこれ以外の鉄道とに関連する収益及び鉄道事業と鉄道事業以外

の事業とに関連する収益については、その配賦の方法及び算出の基礎を付記すること。 
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第
十
二
号
様
式
（
第
十
一
条
関
係
）

第十二号様式（第十一条関係） 

費 用 決 算 見 込 表 

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

鉄道何々間                                氏名又は名称       

科 目 
最近一年間決算額 決 算 見 込 年 額 

備 考 
人件費 経 費 計 人件費 経 費 計 

営 業 費 円 円 円 円 円 円  

運 送 費               

固定資産保存費        

線 路 保 存 費        

電 路 保 存 費        

車 両 保 存 費        

運 転 費        

運 輸 費        

管 理 費        

保 守 管 理 費        

輸 送 管 理 費        

案 内 宣 伝 費        

厚 生 福 利 施 設 費        

一 般 管 理 費        

諸 税        

減 価 償 却 費        

営業外費用        

合 計        

備考 第十一号様式の備考は、本表に準用する。この場合において、同備考３中「営業外収益」とあるのは、「諸

税及び営業外費用」と、同備考５中「収益」とあるのは「費用」と読み替えるものとする。 

第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
様
式
ま
で
　
削
除

第
十
七
号
様
式
（
第
十
二
条
関
係
）

第十七号様式（第十二条関係） 

事 業 用 固 定 資 産 決 算 表 

年   月   日から 

年   月   日まで 

 

鉄 道 何 々 間                  氏名又は名称        

Ⅰ 総括表 

本表は、鉄道事業会計規則（昭和六十二年運輸省令第七号）別表第２財務諸表（以下「財

務諸表」という。）の第４号表の様式に準じて作成すること。この場合において、同表中

Ⅱ各事業関連固定資産には、認定を受けた鉄道とこれ以外の鉄道とに関連するもの及び鉄

道事業と鉄道事業以外の事業とに関連するもののうち認定を受けた鉄道に対して配賦さ

れたものを記載し、その配賦の方法及び算出の基礎を付記すること。 

Ⅱ 明細表 

  本表は、財務諸表の第５号表の様式に準じて作成すること。この場合において、第５号

表中Ⅱ各事業関連固定資産には、認定を受けた鉄道とこれ以外の鉄道とに関連するもの及

び鉄道事業と鉄道事業以外の事業とに関連するもののうち認定を受けた鉄道に対して配

賦されたものを記載し、その配賦の方法及び算出の基礎を付記すること。 
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第
十
八
号
様
式
（
第
十
二
条
関
係
）

第十八号様式（第十二条関係） 

 

収  益  決  算  表 

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

鉄道何々間                       氏名又は名称        

１ 本表は、財務諸表の第７号表の様式に準じて作成すること。この場合において、同表中

Ⅴ運輸雑収の次にⅥ営業外収益及びⅦ特別収益の科目を加え、財務諸表の第２号表の経常

損益の部Ⅲ営業外収益及び特別収益の部Ⅰ特別利益の例に従つて記載すること。 

２ 第十一号様式の備考５は、本表に準用する。 

第
十
九
号
様
式
（
第
十
二
条
関
係
）

第十九号様式（第十二条関係） 

費  用  決  算  表 

年   月   日から 

年   月   日まで 

 

鉄道何々間                       氏名又は名称       

１ 本表は、財務諸表の第８号表の様式に準じて作成すること。この場合において、同表 

中Ⅵ減価償却費の次にⅦ営業外費用及びⅧ特別損失の科目を加え、財務諸表の第２号表の

経常損益の部Ⅳ営業外費用及び特別損益の部Ⅱ特別損失の例に従つて記載すること。 

２ 第十一号様式の備考５は、本表に準用する。この場合において、「収益」とあるのは「費

用」と読み替えるものとする。 
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第
二
十
号
様
式
（
第
十
二
条
関
係
）

第二十号様式（第十二条関係） 

 

運 輸 数 量 及 び 列 車 走 行 キ ロ 表 

年   月   日から 
何キロ何分 

年   月   日まで 

 

鉄 道 何 々 間                    氏名又は名称         

月 別 延 日 数 

延 人 キ ロ 延 ト ン キ ロ 
列車走行

キ ロ 
摘要 

数 量 
一 日 一 

キロ平均 
数 量 

一 日 一 

キロ平均 

何 月        

何 月        

合 計        

備考 

１ 補助を受ける区間と補助を受けない区間、補助を受ける期間と補助を受けない期間又

は補助を受ける区間中補助日数を異にする区間ごとに各別に本表を作成すること。 

２ 本表は、鉄道事業等報告規則第三条の規定による鉄道事業実績報告書又は軌道法施行

規則第三十五条の規定による実績報告書に基づいて作成すること。 

３ 列車単位が著しく不同のものは、列車走行キロを区分して記載すること。 

第
二
十
一
号
様
式
（
第
十
二
条
関
係
）

第二十一号様式（第十二条関係） 

 

車 両 走 行 キ ロ 表 

年   月   日から 

年   月   日まで 

 

鉄道何々間                     氏名又は名称         

月 別 
車 両 走 行 キ ロ 

摘 要 
機 関 車 客 車 貨 車 

何 月     

何 月     

合 計 

    

備考 第二十号様式の備考１及び２は、本表に準用する。 
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第
二
十
一
号
様
式
の
二
（
第
十
五
条
関
係
）

 第二十一号様式の二（第十五条関係）

１　　災害発生年月日

２　　災害の原因（暴風、高潮、地震等の別）

ミリメートル

ミリメートル

メートル

メートル

メートル

ヘクトパスカル

３　　災害状況

　イ　　鉄道事業

復旧費見込
 額

何々施設 千円

－－－－

－－－－

（小計）

（小計）

（小計）

　ロ　　兼　業

備　　　　　　考

　ハ　　他の交通機関

　ニ　　沿線一般
４　　災害後の運行状況
５　　運輸休止中の運輸収入減少見込額
　注
   １　　補助対象施設A欄には、法第八条第四項又は第五項の規定による補助を受け
　    ようとする鉄道軌道整備法施行令（昭和三十三年政令第二百五十六号。以下「令」
　    という。）第一条第二項各号に掲げる施設の災害状況を記入すること。
   ２　　補助対象施設B欄には、法第八条第四項又は第五項の規定による補助金の交
　    付の決定を受けた令第一条第二項各号に掲げる施設の災害状況を記入すること。
   ３　　災害状況欄には、何々川橋梁第何号橋脚一基流失等災害状況を具体的に記入
　    すること。
   ４　　復旧費見込額欄には、令第二条第二項に規定する本工事費及び附帯工事費の
   　 概算見込額を記入すること。
   ５　　沿線一般の災害状況には、主要産業、住宅等の災害の概況を記入すること。
   ６　　当該鉄道及びこれに関連する施設の災害状況を示す略図及びこれらの施設の
　    うち主要なものの災害状況を示す写真を添付すること。

災　　害　　状　　況　　報　　告　　書

氏名又は名称　 　　　　　　　　　

日 雨 量

連 続 雨 量

風 速

潮 位

波 高

台風の中心示度

震 度

震 源 地

そ の 他

区　　　　　　分
線別及び

施 設 名 災害状況 備　　　　　　　考
 位置　　

　補助対象
A －－－－

　施設

何々施設

　補助対象
－－－－

B －－－－
　施設

－－－－

　その他の施設

計

施　　　　設　　　　名 災　　害　　状　　況 復 旧 費 見 込 額

千円

計

第
二
十
一
号
様
式
の
三
（
第
十
五
条
の
二
関
係
）

 第二十一号様式の三（第十五条の二関係）

何会計年度第何四半期

工程率
　(B)　

(A) 工事 工事 工事 金額 (A)
量 量 量 (B)

円 円 円 円 ％

注

　１　　補助金の交付の決定に係る災害復旧事業計画の工事予定をかつこ書で記入する

　　こと。

　２　　金額欄には、概算額を記入すること。

災 害 復 旧 事 業 実 施 状 況 報 告 書

氏名又は名称　 　　　　　　　　　

備　　　考

金額 金額

工事番号
総 工 事
内 　　容

総 工
事 費

工　事　出　来　高

期まで 期まで
前四半

今四半期
今四半
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第
二
十
一
号
様
式
の
四
（
第
十
五
条
の
三
、
第
十
五
条
の
三
の
二
関
係
）

（
略
）

第
二
十
一
号
様
式
の
五
（
第
十
五
条
の
三
関
係
）

 第二十一号様式の五（第十五条の三関係）

　　　　　　年　　月　　日から
　　　　　　年　　月　　日まで
　　　　　　氏名又は名称

何年何期（何 何年何期（何
年何月～何年 年何月～何年
何月） 何月）

円 円

営業収益

 　鉄道事業営業収益

　　  旅客運輸収入

　　   　定期外

　　   　定期

　　   　その他

　  　貨物運輸収入

  　　鉄道線路使用料収入

　  　鉄道線路譲渡収入

　  　運輸雑収

　  （何）　業営業収益

営業外収益

 　鉄道事業営業外収益

  　（何）　業営業外収益

経常収益

 　鉄道事業経常収益

  　（何）　業経常収益

円 円

営業費

　 鉄道事業営業費

　  　人件費

　  　修繕費

　  　動力費

　  　経費

　  　減価償却費

　  　諸税

  　（何）　業営業費

営業外費用

 　鉄道事業営業外費用

　  　支払利息・割引料

　  　その他

  　（何）　業営業外費用

経常費用

 　鉄道事業経常費用

　  （何）　業経常費用

収益及び費用状況並びに収益及び費用見込表

収

　
　
　
　
　
　
　
益

科 目

費

　
　
　
　
　
　
用
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円 円

営業損益

　 鉄道事業営業損益

　  （何）　業営業損益

営業外損益

 　鉄道事業営業外損益

　  （何）　業営業外損益

経常損益

　 鉄道事業経常損益

  　（何）　業経常損益

備考

１

２

３

　 収益及び費用の見込みについては､算出の基礎その他参考となる事項及び各科

目において災害を受けたことにより影響を受けると見込まれる額を付記するこ

と。

 　鉄道事業と鉄道事業以外の事業とに関連する収益及び費用については、その配

賦の方法及び算出の基礎を付記すること。

いて、鉄道事業の損益計算において営業利益を生じ、かつ、経常利益を生じてい

る場合又は全事業の損益計算において営業利益を生じ、かつ、経常利益を生じて

いる場合には､基準事業年度以降おおむね五年間を超える期間に係る見込みにつ

いても作成すること。

損

　
　
　
　
　
益

　 本表は、基準期間について作成すること。　なお、基準期間における各年度につ

第
二
十
一
号
様
式
の
五
の
二
（
第
十
五
条
の
三
の
二
関
係
）

 第二十一号様式の五の二（第十五条の三の二関係）

　　　　　　年　　月　　日から
　　　　　　年　　月　　日まで

鉄道 　　　　　　氏名又は名称

何年何期（何 何年何期（何
年何月～何年 年何月～何年
何月） 何月）

円 円

営業収益

　　旅客運輸収入

　　　定期外

　　　定期

　　　その他

　　貨物運輸収入

  　鉄道線路使用料収入

　  鉄道線路譲渡収入

　  運輸雑収

営業外収益

経常収益

円 円

営業費

　人件費

　修繕費

　動力費

　経費

　減価償却費

　諸税

営業外費用

　支払利息・割引料

　その他

経常費用

円 円

営業損益

営業外損益

経常損益

   １　　本表は、基準期間について作成すること。

   ２　　法第八条第五項の規定による補助を受けようとする鉄道とこれ以外の鉄道とに関連する収益

　    及び費用並びに鉄道事業と鉄道事業以外の事業とに関連する収益及び費用については、その

　    配賦の方法及び算出の基礎を付記すること。

損
　
　
　
益

備考

収益及び費用状況表

収

　
　
　
　
　
　
　
益

科 目

費

　
　
　
　
　
　
用
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第
二
十
一
号
様
式
の
六
（
第
十
五
条
の
八
関
係
）

 第二十一号様式の六（第十五条の八関係）

１　　変更しようとする災害復旧事業費

　イ　　総括表

線 路 施 設

停 車 場 施 設

運転保安施設

電 気 施 設

通 信 施 設

鉄 道 車 両

　ロ　　明細表

線別及び
位　  　置 種別 数量 金額

円

何 々 施 設

何 々 工 事

－－－－－

－－－－－

－－－－－

何　々　工　事

－－－－－－

－－－－－－

計

計

区　　　　　分

 本 工 事 費

計

円　本　工　事　費

　附 帯 工 事 費

工事内容
工　　　　事　　　　費

単価

円

備　　　考

災 害 復 旧 事 業 変 更 計 画 書

氏名又は名称　 　　　　　　　　　

工事
番号

直 営 工 事 費

円

区　　　　　分 請 負 工 事 費 合　　　　　　　計

円

 附 帯 工 事 費

２　工事予定

工事量 金　額 工事量 金　額

千円 千円 千円

計

注

　　１　　変更しようとする計画に関する事項は、朱記すること。

　　２　　変更しようとする計画に係る工事番号の未施行の変更しない計画に関する事項

　　　は、黒字で記入すること。

　　３　　変更しようとする計画に係る工事番号の既施行工事に関する事項は、黒字かつ

　　　こ書で記入すること。

　　４　　上記のほか災害復旧事業費補助金交付申請書に準じて記入すること。

工事

番号

総工事費
何会計年度
第何四半期

何会計年度
第何四半期

備　　　　　考

工　　事　　出　　来　　高
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第
二
十
一
号
様
式
の
七
（
第
十
五
条
の
十
関
係
）

 第二十一号様式の七（第十五条の十関係）

１　　総　括　表

線 路 施 設

停 車 場 施 設

運転保安施設

電 気 施 設

通 信 施 設

鉄 道 車 両

２　　明　細　表

線別及び
位　  　置 種別 数量 金額

円

何 々 施 設

何 々 工 事

－－－－－

－－－－－

－－－－－

何　々　工　事

－－－－－－

－－－－－－

注

1　工事費の決算額の下に計画額をかつこ書で記入すること。

2　上記のほか災害復旧事業費補助金交付申請書に準じて記入すること。

 附 帯 工 事 費

区　　　　　分 請 負 工 事 費 合　　　　　　　計

円

災 害 復 旧 事 業 実 績 報 告 書

氏名又は名称　 　　　　　　　　　

工事
番号

直 営 工 事 費

備　　　考

円 円

工事内容
工　　　　事　　　　費

単価

計

円　本　工　事　費

　附 帯 工 事 費

計

計

区　　　　　分

 本 工 事 費

第
二
十
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
（
第
二
十
八
条
関
係
）

（
略
）
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第
二
十
二
号
様
式
（
そ
の
二
）
（
第
二
十
八
条
関
係
）

第
二
十
二
号
様
式
（
そ
の
二
）（

第
二
十
八
条
関
係
）

 

鉄
 道

 設
 備

 改
 良

 融
 資

 利
 子

 補
 給

 契
 約

 内
 訳

 

氏
名
又
は
名
称

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

番
 
号

 
融
資
の

 

相
手
方

 

改
 
良

 

工
事
名

 
貸
出
条
件

 
金

 
利

 

(年
利

) 

予
 
定

 

着
工
日

 

予
定
し

 

ゆ
ん
工

 

日
 

融
 

 
 
資
 

 
 
状
 

 
 
況

 

融
資
総
額

 

支
給
さ
れ

 

る
利
子
補

 

給
金
の
限

 

度
 

備
 

 
考

 
契
約
時

 
着
工
時

 
何
々
時

 
し
ゆ
ん

 

工
 
時

 

 
 

 
 

 
 

 
(
 

 
) 

(
 

 
) 

( 
 

) 
( 

 
) 

(
 

 
) 

※
 

 

※
(
 

) 
※

(
 

) 
※

( 
) 

※
( 

) 
※

( 
) 

 
 

 
 

 
 

 
(
 

 
) 

(
 

 
) 

( 
 

) 
( 

 
) 

(
 

 
) 

※
 

 

※
(
 

) 
※

(
 

) 
※

( 
) 

※
( 

) 
※

( 
) 

 
 

 
 

 
 

 
(
 

 
) 

(
 

 
) 

( 
 

) 
( 

 
) 

(
 

 
) 

※
 

 

※
(
 

) 
※

(
 

) 
※

( 
) 

※
( 

) 
※

( 
) 

 
 

 
 

 
 

 
(
 

 
) 

(
 

 
) 

( 
 

) 
( 

 
) 

(
 

 
) 

※
 

 

※
(
 

) 
※

(
 

) 
※

( 
) 

※
( 

) 
※

( 
) 

合
 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考

 

 
１
 
融
資
状
況
欄
の
上
段
に
は
、
予
定
融
資
額
を
、
同
欄
の
括
弧
内
に
は
、
融
資
の
予
定
年
月
旬
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
２
 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

第
二
十
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
（
第
二
十
九
条
関
係
）

（
略
）
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第
二
十
三
号
様
式
（
そ
の
二
）
（
第
二
十
九
条
関
係
）

第二十三号様式（その二）（第二十九条関係） 

 

鉄道設備改良融資利子補給希望書内訳 

 

 本内訳書は、第二十二号様式（その二）の様式に準じて作成すること。この場合において

同様式中「融資の相手方」は「金融機関名」と、「貸出条件」は「借入条件」と、同様式の

備考１中「予定融資額」は「金融機関の融資確約額」とそれぞれ読み替えるものとする。 

第
二
十
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
（
第
三
十
三
条
関
係
）

（
略
）
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第
二
十
四
号
様
式
（
そ
の
二
）
（
第
三
十
三
条
関
係
）

第
二
十
四
号
様
式
（
そ
の
二
）（

第
三
十
三
条
関
係
）

 

 鉄
 道

 設
 備

 改
 良

 融
 
資

 利
 子

 補
 給

 金
 請

 求
 書

 内
 訳

 
 

 
 
年
 

 
月

 
 
日
か
ら

 

 
 
年
 

 
月

 
 
日
ま
で

 

氏
名
又
は
名
称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

番
号

 
融
資
の

 

相
手
方

 

改
 
良

 

工
事
名

 

利
子
補
給

 

金
の
利
率

 

予
定
し
ゆ

 

ん
 工

 日
 

融
資

 

総
額

 

期
 

 
首

 

融
資
残
高

 

融
資
残
高

 

増
 

 
減

 

融
資
残
高

 

増
 

 
減

 

融
資
残
高

 

増
 

 
減

 

期
 

 
末

 

融
資
残
高

 

利
子
補
給

 

金
請
求
額

 

過
去
に
お
い
て

支
給
さ
れ
た
利

子
補
給
金
の
額

 

利
子
補
給
金

の
支
給
額
の

限
度

 

 
 

 
 

 
 

 

( 
 
 

) 
(
 

 
 

) 
( 

 
 

) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

( 
 
 

) 
(
 

 
 

) 
( 

 
 

) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

( 
 
 

) 
(
 

 
 

) 
( 

 
 

) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

( 
 
 

) 
(
 

 
 

) 
( 

 
 

) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考

 

 
１

 
番
号
欄
に
は
、
契
約
書
内
訳
に
記
載
し
た
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
２

 
融
資
残
高
増
減
欄
に
は
、
増
減
後
の
融
資
残
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
３

 
括
弧
内
に
は
、
融
資
残
高
の
増
減
が
あ
つ
た
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

第
二
十
五
号
様
式
（
第
三
十
五
条
関
係
）

（
略
）
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